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は じ め に 

 

青少年は、桶川市の未来の担い手であり主役です。青少年が、心身ともに

健やかに成長していくことは、すべての市民の願いです。  

桶川市では、平成１１年度に｢桶川市青少年健全育成指針｣を策定し、青少

年の健全育成を総合的かつ計画的に推進してまいりました。その後、青少年

を取り巻く社会状況の変化にあわせて、平成１５年度に指針の全面的な見直

しを、平成２２年度には一部見直しを行ってまいりました。 

この度、近年の社会状況の変化に伴い生じた青少年健全育成の課題や、そ

れに対する推進方策等を反映するため、再度、指針の一部見直しを行いまし

た。 

この指針では、大人がみんなで子どもを育てることに関わっていただくた

めの、具体的な行動や活動について提案しております。  

より多くの市民の皆様が、家庭、地域、学校で青少年の健全育成のための

具体的な取組を進め、その輪が広がっていくことを期待するものです。  

市民の皆様には、この指針の趣旨をご理解いただき、未来の桶川を担う青

少年の健全育成に向けた身近な活動に、積極的に参加ご協力くださいますよ

うお願い申し上げます。  

最後になりましたが、この指針の策定にあたり、貴重なご意見やご提言を

いただきました桶川市青少年問題協議会の委員の皆様に厚くお礼を申し上げ

ます。 

 

令和７年４月 

           桶川市青少年問題協議会会長  岩田 泉 
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１ 指針策定の趣旨 

今日の社会は、産業構造や就業構造の変化、消費社会化、高度情報化、少

子高齢化など大きな変動の中にあります。めまぐるしく変化する社会環境は

青少年の意識や行動、人間関係に大きな影響を及ぼしています。  

子どもの成長にとって欠かせない遊びや自然体験､生活体験､社会体験など

の機会をつくることが、ますます重要となっています。  

未来を担う青少年が、より望ましい環境の中で心身ともに健やかで心豊か

な社会人に成長し、未来を担う人材に育っていくことは、桶川市民すべての

願いです。 

桶川市の青少年が、広い国際的視野を持ち、社会性と自立性を備えた大人

に成長するよう「家庭」、｢地域｣、｢学校｣等が連携し、相互協力を一層深めな

がら取り組んでいくことが必要です。  

そこで、桶川市の総合計画に定める市の将来像や、青少年の健全な育成に

関する施策の実現に向け、家庭・地域・学校や青少年自身が何を行うべきか

を具体的に提言し、桶川市の青少年の健全育成を図るため、計画的な推進の

総合目標として、桶川市青少年健全育成指針「未来を担う 心豊かでたくま

しい青少年の育成」を策定しました。 

なお、「青少年」のとらえ方は、時代や文化、また各種法令等によって異な

りますが、この指針では、小学校就学の始期から１８歳に達するまでの者を

対象としています。 
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２ 青少年を取り巻く社会の状況  

(1)高度情報化 

情報化の進展に伴い、青少年の多くがパソコンや携帯電話などの所有

又は利用の低年齢化が進んでいます。しかし、これらは青少年がインタ

ーネットなどを通じて多くの情報を得ることができる一方で、性的感情

をいたずらに刺激するような情報や、粗暴性を助長し暴力性をあおるよ

うな情報など、有害な情報も容易に入手できるだけでなく、匿名で他人

を誹謗中傷するなど、様々な問題も引き起こしています。さらに、SNS

を通じて青少年が性被害等にあう事例も増えてきており、社会問題とな

っています。 

 

(2) モノの溢れる社会 

今日の青少年は、生まれた時から豊かな物に囲まれて生活しています。

充実感をモノやお金によって得ようとする傾向が強まり、遊ぶ金や物を

欲するあまり犯罪を起こしたり、性を売り物にする行為をしたりする青

少年も出ています。物質的に豊かになった中で、人やモノを大切にする

心が薄れてきており、将来を見通した生活を送るよりも、今がよければ

いいといった風潮が、社会全体に広がっています。また、近年では、大麻

をはじめとした薬物の乱用により、青少年が検挙されるケースも増加傾

向にあります。 

 

(3) 少子化 

少子化の進行は、子ども同士のふれあいの機会を減少させ、隣近所や

異世代間の交流の減少とあいまって、地域にある自然の中で子どもの自

主性や社会性をはぐくむことを難しくしています。最近では、就学前に



 

 

3 

 

身についているはずの基本的な生活習慣や社会性を身につけることがで

きずにいる児童もいます。  

 

(4) つながりが希薄化する地域社会  

地域社会の変貌により、青少年が屋外で遊ぶことが少なくなり、行事

などへの参加や、近所付きあいが減るなど、人間関係の希薄化が進んで

います。また、新型コロナウイルス感染症の影響から、様々な活動に制

限が行われていたことにより、この傾向がさらに進むことも懸念されま

す。 

しかし、桶川市においては、地域の祭りやスポーツ少年団などに多く

の青少年が参加しています。今後も地域での活動や市内に伝承されてい

る民俗芸能の継承活動などへの一層の参加が望まれます。  

 

(5) 多様性のある社会 

性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等、個々の違いを

認め一人ひとりが違った個性や能力を持つ個人として尊重しつつ、自分

らしく生きることができる社会へと協働していくものとしています。そ

して、多様性と包摂性ある社会の形成に向け、青少年からの取り組みが

求められます。 

 

３ 青少年の現状 

今日の青少年の生活は、物質的な豊かさや便利さの中で、家族の生活パタ

ーンの変化とともに、規則正しい生活が難しくなり、寝覚めの悪さ、朝食抜

きなどの見過ごせない問題があります。さらに、テレビやインターネットな

どの情報媒体や携帯ゲーム機などとの接触にかなりの時間を費やし、自然体
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験や生活体験、社会体験の不足もあって、我慢をすることや規範意識、人間

関係をつくる力などが弱くなってきていることが指摘されています。  

また、今日の経済状況の中で、将来の生活についての目標や明るい見通し

をもつことが困難になっていることも指摘されています。 

 

４ 家庭・地域・学校・青少年自身の課題  

青少年の健全育成活動は、青少年自身の、自ら伸びようとする芽を育て、

これを支援することを最重点課題として取り組み、青少年をめぐる問題の解

決に向けて、家庭・地域・学校・市民が連携して国民的、市民的な運動を推

進していくものです。 

そこで、青少年を取り巻く家庭・地域・学校、及び青少年自身の課題を明

らかにしていきます。 

 

(1) 家庭の課題 

家庭教育は、すべての教育の出発点であると言われています。家庭は、

常に子どもの心の拠り所となるものです。家庭生活を通じて基本的生活

習慣や社会性、規範を学び、一人の人間として自立していくための力を

身につける極めて重要な場でもあります。  

家族は互いに協力し、健全な家庭づくりをすると同時に、親子のふれ

あいを大切にし、自他を大切にする心を育てるように努めなければなり

ません。また、子どもが家族の一員としての役割をもち､責任感と自覚を

身につけることができるようにすることも大切です。 

遊びよりも勉強を重視する傾向や、日常生活におけるしつけを学校に

ゆだねようとする傾向のあることも指摘されています。さらに、しつけ、
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教育に対する無関心、親の無責任な放任や過保護・過干渉、虐待など、家

庭の教育力の低下が指摘されています。  

近年、世帯構造の変化や親の就労状況によって家庭内で子どもと関わ

る大人が減少しております。なかでも、子どもだけで食事をする弧食が

増えていることが社会問題とされており、親子間のコミュニケーション

不足が、子どもの自己肯定感の低下原因となっております。また、勤労

世代及びその子どもたちにおける日常的な近所づきあいの減少もまた、

地域社会とのつながりの希薄化をもたらしています。 

そして、本来大人が担うとされている家族の介護や家事などを過度に

行うヤングケアラーが増加傾向にあります。ヤングケアラーの存在や問

題が社会的に見過ごされがちであることから、現代の家族の在り方を見

直していく必要があります。  

これらのことから、家庭の課題は、次のことが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 (2) 地域の課題 

都市化の進行や地域社会の連帯感の希薄化などから、地域社会の教育

力が低下していると言われています。積極的な近所づきあいや、地域で

の活動が減少することで、子どもの居場所が少なくなってきています。

そのため、よその家の子どもをしからなくなったなど、地域の大人との

交流の場が少なくなり、青少年の行動を地域全体で見守る横のつながり

が弱くなってきています。なかでも、通学路の見守りボランティアや交

○家庭の教育力を向上させること 

○子どもに家族の一員としての役割をもたせること  

○家族でコミュニケーションをとること  

○ヤングケアラーを作らない等の適切な支援を受けること  



 

 

6 

 

通安全指導員の不足が顕著になってきました。  

子どもは、学校だけでなく、家庭や地域において多くの人と関わるこ

とで様々な経験を重ねていくことができます。社会性を培うためにも、

未来の宝である子どもを地域ではぐくむという認識を地域住民一人ひと

りがもち、青少年健全育成に関わっていくことが必要です。  

一方、青少年問題の背景には、大人社会の問題が大きく影響していま

す。多発する凶悪な犯罪、買売春行為、薬物乱用の増加や、大人のモラル

の低下などが青少年の非行・問題行動を誘発しています。  

また、インターネットや SNS の利用において、青少年が被害者や加害

者にならないよう、啓発活動等を進めていくことも求められています。  

これらのことから、地域の課題として、次のことが挙げられます。  

 

(3) 学校の課題 

学校には、子どもたちに基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図

り、個性を伸ばすとともに、社会の構成員としての規範意識や社会性を

身につけ、豊かな人間性をはぐくむことが求められています。  

また、教師や友達との人間的なふれあいや集団生活をとおして、学ぶ

喜びや成長する喜びを体感し、自己の資質や能力を伸ばしていくととも

に、自他との違いを認め合いながら協調・協力性や思いやりの心などを

養い、動植物を育てるやさしい心の育成とともに勤労の尊さや社会奉仕

の精神を涵養することが期待されています。  

○青少年が地域の活動に積極的に参画できる場をつくること  

○地域で青少年を見守ること  

○大人がモラルを向上させること  

○インターネットトラブルへの対策を進めること 
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そのためには、地域に「開かれた学校」づくりを推進し、学校に対する

信頼を高め、学校と家庭、地域が連携・協力していく必要があります。  

これらのことから、学校の課題として、次のことが挙げられます。  

 

(4) 青少年自身の課題 

すべての青少年が、自己の特徴や可能性を知り、自己の生命も他人の

生命も大切にし、家族の一員として、また社会の一員として、世界市民と

しての自覚に基づき、責任ある言動をとることが求められています。  

さらに、地域の活動に積極的に参加することや、相手の立場や気持ち

を理解し、温かく人と接すること、困難にくじけず、ねばり強くやり遂

げる態度を身につけること、インターネットや SNS の活用における知識

やルールを身につけ、被害に遭わないようにすることなどが求められて

います。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、これまで当たり前のように行われ

てきた対面によるコミュニケーションを制限しました。さらに生活習慣

の変化やデジタル機器の普及により、非対面の交流が増えたことによる

人間関係の希薄化、孤立感や孤独感などを感じることも多くなり、これ

までとは異なるつながりを求めようとする傾向もあります。 

共働き家庭、放課後に習い事へ通う子どもの割合の増加、生活時間の

夜型化により、睡眠時間の確保が出来ていない子どもが増えています。 

○子どもたち一人ひとりのよさや可能性を見出し伸ばしていくこと  

○子どもたちが、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくん

でいくこと 

○家庭や地域とともに子どもたちを育成する「開かれた学校」づくりを

めざすこと 
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これらのことから、青少年自身の課題として次のことがあげられます。 

 

  

○社会の一員としての自覚をもつこと  

○グローバル化に備え、国際感覚を身につけること  

○積極的に他者との関わりをもつこと  

○インターネットの適切な活用方法を身につけること 

○生活リズムを崩さないこと  
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５ 推進方策 

桶川市の青少年の健全育成を推進していくための総合目標として、  

「未来を担う 心豊かでたくましい青少年の育成」と定めました。  

この総合目標の実現に向けて、市民が基本的にめざすべき目標を「基本目

標」として掲げ、この基本目標のもとに健全育成における様々な課題に対処

すべき視点を明らかにするために「重点目標」と「行動提言」を設定し、さ

らに、市をあげて取り組む「実践指針」を次のとおり定めました。  

 

(1) 総合目標 

 未来を担う 心豊かでたくましい青少年の育成  

(2) 基本目標、重点目標及び行動提言 

 ア 生きる力をはぐくむ教育の推進（基本目標）  

 

 (ｱ) 明るい家庭づくりの推進  

○ 家族みんなが楽しく過ごせる家庭をつくろう。  

○ 家族みんなで家事をしよう。  

○ 「自立できる子ども」を育てよう。  

○ 自分も他人も大切にする心を育てよう。  

○ 家庭教育の学習の機会を充実させよう。  

○ 子育て中の親を支援できる体制をつくろう。  

○ 地域活動やボランティア活動に子どもと共に参加しよう。  

 

 (ｲ) 地域における教育の充実  

○ 子どもたちの居場所をつくろう。  

○ 地域の大人が率先してあいさつ運動をしよう。  
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○ 地域のコミュニティづくりに参加しよう。  

○ 伝統芸能の継承活動を支援しよう。  

○ 地域の行事に青少年の参加を呼びかけよう。  

○ 大人自身が社会のルールを守ろう。  

 

 (ｳ) 創造性と豊かな心をはぐくむ学校教育の充実   

○ 確かな学力の定着を図ろう。  

○ 豊かな心を育てよう。 

○ 子どもの個性や主体性を尊重しよう。 

○ 地域に「開かれた学校」づくりを推進しよう。  

 

 イ 心を豊かにするふれあい活動の推進（基本目標）   

 

 (ｱ) 文化・スポーツ活動の推進   

○ 文化活動やスポーツ活動を通して、豊かでたくましい心身を育てよう。 

○ 施設や活動の場を充実させよう。  

○ 指導者の養成､活動団体の支援をしよう。  

○ 青少年団体の育成と活動を促進しよう。  

 

 (ｲ) 社会参加活動の充実  

○ 地域の行事や子ども会活動に参加しよう。  

○ 青少年の意見発表の場をつくろう。  

○ 青少年のボランティア活動を支援しよう。  

○ 異年齢、異世代間交流を進めよう。  
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 (ｳ) 自然体験活動の充実  

○ 様々な自然体験活動に参加しよう。  

○ 家族みんなで自然とふれあおう。  

○ 各種育成団体によるキャンプ活動や自然体験活動を支援しよう。  

 

 ウ 市民総ぐるみによる青少年健全育成活動の推進（基本目標）  

 

 (ｱ) 青少年健全育成活動と市民運動の推進  

○「みんなで子どもを育てる市民運動」を推進しよう。  

○ 近所の子どもに声をかけたり、あいさつしたりしよう。  

○ 青少年健全育成市民会議を一層充実させよう。  

○ 家庭・地域・学校・関係機関等の連携を推進しよう。 

○ 家庭・地域への啓発活動を推進しよう。  

 

 (ｲ) 非行防止活動の推進  

○ 地域ぐるみで、非行防止活動を推進しよう。  

○ 薬物乱用防止に関する広報啓発活動を推進しよう。  

○ インターネットやSNSの危険性に関する広報啓発活動を推進し  

よう。 
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(3) 実践指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭     

     家族みんなで過ごす時間を大切にしよう！ 

地域 

地域で声をかけあい、あいさつ運動をしよう！ 

学校   

友だちや先生とたくさん話をしよう！ 

青少年 

生活リズムを整えよう！ 
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６ 桶川市青少年健全育成推進体制  

青少年健全育成の推進に当たっては、国、埼玉県、桶川市の行政機関を含

めて、関係する組織がそれぞれの役割と責任を十分に果たし、連携を図るこ

とが大切です。 

 

(1) 桶川市青少年問題協議会  

「桶川市青少年問題協議会」は、市の条例に基づいて、青少年の健全

育成について調査・審議をし、必要に応じて意見具申をしています。  

 

(2) 桶川市青少年健全育成市民会議  

「桶川市青少年健全育成市民会議」は、青少年の心身の健やかな成長

を図るため、市民及び青少年関係諸機関・団体と協力し、健全な家庭・明

るい社会環境の醸成に努め、広く青少年の健全育成を推進することを目

的としています。青少年健全育成に関係する団体と個人会員で構成され、

青少年の活動を支援するとともに、広報活動を行っています。  

また、青少年育成埼玉県民会議から委嘱されている「青少年育成推進

員」及び桶川市青少年健全育成市民会議が委嘱している「桶川市巡回指

導員」により、地域で「指導育成活動（一声パトロール）」を実施してい

ます。 
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青少年健全育成市民会議 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度現在 
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青少年健全育成推進体制 関係図 
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指針体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)家庭の課題 

 

○家族そろって心からのふれあいをも

つこと 

○子どもに家族の一員としての役割を

もたせること 

○子どもの自尊感情をはぐくむこと 

○家庭の教育力を向上させること 

(2)地域の課題 

 

〇青少年が地域の活動に積極的に参画

できる場をつくること 

〇地域で青少年を見守ること 

〇大人がモラルを向上させること 

〇有害環境の浄化を進めること 

○インターネットトラブルへの対策を

進めること 

(3)学校の課題 

 

○子どもたちが、自ら学び自ら考える

力などの「生きる力」をはぐくんでい

くこと 

○子どもたち一人ひとりのよさや可能

性を見出し伸ばしていくこと 

○家庭や地域とともに子どもたちを育

成する「開かれた学校」づくりをめざ

すこと 

(4)青少年自身の課題 

 

○自立心をもつこと 

○自尊感情をもつこと 

○規範意識を身につけること 

○家族や仲間を愛すること 

○郷土を愛すること 

○自然をいつくしむこと 

○国際感覚を身につけること 

○インターネットの適切な活用方法を

身につけること 

家庭 
 

家族みんなで過ごす時間を 
大切にしよう！ 

地域 
 

地域で声をかけあい、あいさ

つ運動をしよう！ 

 

学校 
 

友だちや先生とたくさん 

話しをしよう！ 

（ア）文化・スポーツ活動の推進 
○文化活動やスポーツ活動を通して、豊かでたくましい心身を育てよう。 
○施設や活動の場を充実させよう。 
○指導者の養成、活動団体の支援をしよう。  
○青少年団体の育成と活動を促進しよう。 

 
（イ）社会参加活動の充実 

○地域の行事や子ども会活動に参加しよう。 
○青少年の意見発表の場をつくろう。 
○青少年のボランティア活動を支援しよう。 
○異年齢、異世代間交流を進めよう。 

 
（ウ）自然体験活動の充実 

〇様々な自然体験活動に参加しよう 
○家族みんなで自然とふれあおう。 
○各種育成団体によるキャンプ活動や自然体験活動を支援しよう。 

未
来
を
担
う 

心
豊
か
で
た
く
ま
し
い
青
少
年
の
育
成 

課  題 

生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進 

心
を
豊
か
に
す
る
ふ
れ
あ
い
活
動
の
推
進 

市
民
総
ぐ
る
み
に
よ
る 

青
少
年
健
全
育
成
活
動
の
推
進 

重点目標・行動提言 

青少年 
 

生活リズムを整えよう！ 

（ア）明るい家庭づくりの推進 
○家族みんなが楽しく過ごせる家庭をつくろう。 
○家族みんなで家事をしよう。 
○「自立できる子ども」を育てよう。 
○自分も他人も大切にする心を育てよう。 
○家庭教育の学習の機会を充実させよう。 
○子育て中の親を支援できる体制をつくろう。 

 〇地域活動やボランティア活動に子どもと共に参加しよう。 
 
（イ）地域における教育の充実 

○子どもたちの居場所をつくろう。 
○地域の大人が率先してあいさつ運動をしよう。 
〇地域のコミュニティづくりに参加しよう。 

 〇伝統芸能の継承活動を支援しよう。 
 ○地域の行事に青少年の参加を呼びかけよう。 

○大人自身が社会のルールを守ろう。 
 

（ウ）創造性と豊かな心をはぐくむ学校教育の充実 
○確かな学力の定着を図ろう。 
○豊かな心を育てよう。 
○子どもの個性や主体性を尊重しよう。 
○地域に「開かれた学校」づくりを推進しよう。 

（ア）青少年健全育成活動と市民運動の推進 
○「みんなで子どもを育てる市民運動」を推進しよう。 
○近所の子どもに声をかけたり、あいさつしたりしよう。 
〇青少年健全育成市民会議を一層充実させよう。 
○家庭・地域・学校・関係機関等の連携を推進しよう。 
○家庭・地域への啓発活動を推進しよう。 

 
（イ）非行防止活動の推進 

○地域ぐるみで、非行防止活動を推進しよう。 
○薬物乱用防止に関する広報啓発活動を推進しよう。 
○インターネットやSNSの危険性に関する広報啓発活動を推進しよう。 
 

 
 

基本目標 総合目標 

実 践 指 針 


